
【説明】

 新型コロナウイルス感染症への不安やご都合により、「志村小学校・志村第四中学校
小中一貫型学校説明会」に参加できない方のために、説明会の資料をホームページや
志村小学校や志村第四中学校の通学区域内にある各地域センター窓口（志村坂上・前
野・中台・蓮根）、新しい学校づくり課窓口で公開し、意見や質問を頂く機会を設け
ました。

 ２月１３日の第１回の説明会では、色々なことが決まっていなくて不安との意見など
もいただきました。様々なことが決まってからではなく、まだ方向性がまとまった段
階で、区内初の小中一貫型学校を、新たに地域にも愛される学校としていくために、
心配や不安、期待する点などご意見・ご質問としていただければと思います。

 説明会は、２月１３日から３月２０日まで開催しています。周知の時期が新型コロナ
ウイルス感染症が急拡大していた時期であったため、定員を５０名に設定しています
が、密にならなければ定員を超えても受付いたします。受付時の検温、手指の消毒、
マイク受渡し時の消毒など、感染症対策を実施して説明会を行っています。ご参加い
ただける方は、チラシや板橋区公式ホームページで説明会の開催状況をご確認のうえ、
ご参加ください。

 本資料をお読みいただくことで、志村小学校と志村第四中学校の小中一貫型学校整備
の現在の状況を知っていただくキッカケ、地域の公共施設である学校について一緒に
考えていただくキッカケになればと思います。

 本資料は、説明会で約４５分で説明している資料です。なるべくお伝えしたい内容を
コンパクトに致しましたが、長くなってしまいました。少しの時間お付き合いいただ
ければと思います。
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【説明】

 本説明資料では、「志村小で改築すると、なんで６年かかるのか」、「今までの協議
内容はどんな内容なのか」。「小中一貫教育って何だろう」、「板橋区では、どんな
取組をしているのか」。「小中一貫型の学校ってどんな学校なの？」という疑問に対
して説明いたします。
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【説明】

 説明の１点目は、これまでの協議経過として、協議会でどんな議論をしてきたのか、
意見書の内容の一部を紹介します。

 ２点目は、小中一貫教育とは何かということで、板橋区の小中一貫教育の取組を紹介
します。

 ３点目は、小中一貫型の学校ってどんな学校？ということで、他区の施設一体型の小
中一貫型の学校を例にしながら、紹介します。また、志村小学校・志村第四中学校の
小中一貫型の学校整備の今後のスケジュールについても説明します。
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【説明】

 まず、これまでの協議経過についての説明です。
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【説明】

 本題に入る前に「どうして志村小学校を改築するのか」という点ですが、志村小学校
は昭和３８年に建設されており、年齢でいうと今年（令和３年）で５８歳になります。

 老朽化により、改築の時期を迎えています。板橋区では、改築時期を迎えた学校の老
朽化対策と、学校の規模と配置の適正化を進めていく、「いたばし魅力ある学校づく
りプラン」を平成２６年に策定しており、志村小学校は、そのプランの前期計画第２
期対象校となっています。

5



【説明】

 志村小学校の改築手法について検討するために、志村小学校の「魅力ある学校づくり
協議会」が令和元年１１月に発足しています。

 協議会の委員の方々は、普段から、地域や学校運営に強力に携わっていただいている
方々です。

 協議会では、まず志村小の現地での改築について話し合いました。
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【説明】

 現校地内で仮設校舎を設置しながらの改築は、６年程度かかってしまうため、いろい
ろな志村小学校の改築方法について検討しました。検討の際は、協議会委員の皆様が、
遠慮なく意見が出せるように「ワークショップ方式」で意見を出していただきました。

 検討の結果、改築方法について３つの方法がまとまりました。それが、上記のスライ
ドの左側に水色で表示している３つです。

 近隣の学校との統合による改築、 近くの広い場所に仮設校舎を設置しての改築、ス
クールバスで仮設校舎の設置場所に行っての改築、以上の３つです。

 第３回の協議会でワークショップ方式で改築方法について検討し、第４回の協議会で
は、提案いただいた改築方法について教育委員会事務局の検討結果を報告しています。

 近隣の学校との統合については、大規模改修を実施していない北前野小学校と統合し
た場合、志村小学校も北前野小学校も、今後１２学級程度で推移することが見込まれ
ていたため、統合すると開校当初から過大規模の小学校になることが見込まれました。

 次に、近くの広い場所に仮設校舎を設置する方法については、北前野小学校の向かい
にある都営住宅跡地を使えないのかとのご提案を、協議会の中でいただいていたため、
東京都に土地の貸付について確認をしたところ、「売却段階にないため、お貸しでき
ない」との回答を頂きました。

 次に、スクールバスの利用については、そもそも代替地が見つからないということと、
あいキッズの帰宅時間の差がまちまちであるため、その差に対応することが困難であ
ることや、遠い場所だとお子さんにとっても負担になるということが考えられました。
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【説明】

 志村小学校の校地内に仮設校舎を設置しない方法について、様々な方法を検討しまし
たが、困難であったため、改めて６年間かかる理由を協議会で確認しました。

 長期化の要因は大きく４つあります。よう壁に囲まれている。接している道路が狭い。
学校の土地が狭い。出入り口が一つしかないなどです。

 そのため、段階的で複雑な工事の進め方が必要になります。

 工事では、よう壁の作り替え工事が必要になります。また、狭い校地では一気に工事
が進められないため、仮設校舎と現在の校舎を解体しつつ、でも、現在の校舎を一部
は使用しながら工事する必要があります。

 また、出入り口が一つしかないため、児童と工事の車両が同じ出入り口を使用するこ
とになり、安全確保のための工事車両の通行制限が必要になります。

 さらに、接している道路の幅が狭いため、大型の車両が使えず、小型・中型車両しか
使えないため、工事の効率が低くなります。
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【説明】

 志村小学校の現校地での工事工程のシミュレーションです。

 現在の体育館側から、敷地の３分の２程度（赤線点線部分）を工事区画として区切り、

 工事区画の外に仮設校舎（赤線実線部分）を設置して、工事区画内で体育館と校舎の
部分解体を進めます。
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【説明】

 次に、体育館と校舎を部分解体した場所に、新しい校舎を建設します。新しい校舎が
建ったら、子どもたちは新校舎へ移動して、その後、仮設校舎を解体し、残りの旧校
舎も解体します。
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【説明】

 次に、新しい体育館を新築し、そのあとに今のよう壁を解体します。
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【説明】

 次に、今の擁壁を解体した後に新しいよう壁を作り、よう壁の新設が終わった後に、
校庭の整備を行います。

 単純な工事期間の積算は58か月で４年と10か月ですが、単なる工事工程の積み上げ以
外に、出入口が１か所であることや工事車両と児童、給食の食材搬出入の動線が重な
ること。働き方改革が推進され土日工事がないことが定着し始めていること。以上を
加味して、工事期間が６年程度かかるということを、協議会に説明しています。
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【説明】

 少し前の説明と重なりますが、６年かかる理由をまとめますと、よう壁の作り替えが
必要になる。既存校舎の一部を利用しながらの工事であるため、一度にすべての既存
校舎を解体する工事よりも長期化する。道路と接している場所が正門一か所のみであ
るため、児童の安全確保のため通行制限が必要になる。道路の幅が狭く、大型車両が
使用できないため、小型や中型の車両が中心となり、一日当たりの工事効率が落ちる
などの理由があります。
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【説明】

 ６年かかる以外の課題としては、周辺には幼稚園や児童館もあり、周辺の施設に通う
子供たちの安全確保にも配慮が必要になります。

 よう壁の作り替えなどから、工事期間中は校庭スペースが取れません。

 区内の他の学校の改築に当たっては、校庭スペースがない間の代替運動スペースとし
て体育館を中心に対応していますが、体育館は、工事開始３か月後になくなり、工事
開始５０か月後に完成するまで、敷地内に運動スペースがない状態になります。

 このようなことがシミュレーションからわかりました。
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【説明】

 協議会では、

 第１回の協議会で、魅力ある学校づくりプランについて説明しました。

 第２回の協議会で、板橋区の小中一貫教育や小中一貫型の学校について説明しました。

 第３回の協議会で、ワークショップ方式で志村小学校の現在地での改築の方法を検討
するとともに、小中一貫教育の視点を入れて検討するなら、志村第四中学校関係者の
出席が必要との提案がありましたので、

 第４回の協議会では、志村第四中学校関係者として、学校長・PTA会長、コミュニ
ティスクール委員2名に参加いただき、提案のあった３つの改築手法や６年かかる工事
理由を確認しました。

 その結果、志村小学校の改築工事には様々な課題があるため、小中一貫教育推進の視
点を取り入れ、志村第四中学校との小中一貫型の学校整備を視野に入れて、検討して
いくこととなりました。

 令和２年７月から、志村第四中学校の関係者にも参加いただき、魅力ある学校づくり
協議会（志村小・志村四中）が発足しました。



【説明】

 これまでの説明にある「小中一貫教育推進の視点」というのは、板橋区の小中一貫教
育に関する報告書の中で、小中一貫型の学校は、改築のタイミングをとらえて整備を
検討することが基本であること今後の施設整備は、小中一貫教育推進の視点を導入す
ることを示しています。

 このことは、「いたばし学び支援プラン２０２１」にも位置付けています。

 また、志村第四中学校を仮設校舎設置場所にできないのかという質問は、協議会や区
議会の中でもご質問を受けていますが、志村第四中学校を仮設校舎設置場所とした場
合、志村第四中学校にとって校庭が狭くなるだけで、志村第四中学校にとってのメ
リットがない。

 せっかく仮設校舎を作るので、志村第四中学校も今年（令和３年）で４６歳というこ
とで、老朽化対策として、仮設校舎をそのまま改築・改修等に利用した場合、志村小
の改築のために、志村小学校の児童として３年間仮設校舎に通った児童が、志村第四
中学校の生徒として、志村第四中学校の改築等のために仮設校舎に通い、結局、６年
間仮設校舎に通う児童・生徒が出る可能性があることをお伝えしています。
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【説明】

 約１年間にわたる検討の結果まとまった意見書を、令和２年１１月に協議会から板橋
区教育委員会に対し提出いただいています。

 提出いただいた意見書については、同じ１１月２５日の教育委員会に、議案として提
出し、意見書の実現に向けて進めていくことを議決しており、区としてこの方向性で
進めていきます。

 整備手法として、施設一体型の小中一貫型の学校として整備する。開始時期は令和９
年４月。場所は、現志村第四中学校。

 大まかな流れとしては、志村第四中学校の校庭に仮設校舎を設置し、現志村第四中学
校の校舎を解体。

 完成まで、志村第四中学校は仮設校舎、志村小学校は現在の校舎で運営し、新校舎が
完成後、施設一体型小中一貫型の学校として新校舎へ移転するというものです。
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【説明】

 学校整備等において配慮すべき事項については、通学区域・通学路に関して、変更の
有無を十分検討し、変更する際は、距離や安全などについて配慮することや、小中一
貫型の学校となることで、学びのエリアの他の小学校とも連携を深め、安心して学校
生活を送れるように配慮すること。１年生から９年生までの差に十分配慮することや、
いじめに対する対応についても検討するよう協議会の意見書の中で意見をいただいて
います。

 ここで紹介しているのは、意見書の一部です。ホームページにて全文を公開していま
す（地域センターで資料をご覧の方は、協議会の資料も一緒に閲覧できます。）ので、
興味のある方は、魅力ある学校づくり協議会 志村小、志村四中と検索して、添付
ファイルをご確認ください。
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【説明】

 続いて、小中一貫教育って 何？についてご説明します。
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【説明】

 令和２年９月に志村小学校や、志村小学校に入学する児童の多い近隣の幼稚園・保育
園の保護者を対象に、アンケートを実施いたしました。

 そのアンケートでは、板橋区で令和２年度から区全体で小中一貫教育に取り組んでい
ることを踏まえて、「小中一貫教育という言葉を、知っていますか」という質問につ
いて、「やや知っている」の定義を「小中一貫教育という名前は聞いたことがあるが、
内容を知らない」として調査したところ、志村小学校と幼稚園・保育園の保護者の両
方で、やや知っているとの回答が約80パーセントとなりました。

 板橋区の取組をもっと知っていただきたい。また、志村小学校と志村第四中学校の小
中一貫型の学校整備をご説明するうえで、板橋区が取り組んでいる小中一貫教育につ
いて、事前知識として知っておいていただきたいので、本資料においても説明させて
いただきます。
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【説明】

 小中一貫教育というのは、小学校と中学校が、目指す子供像を共有し、義務教育９年
間を通じた教育課程を編成して、系統性・連続性に配慮した教育のことを言います。
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【説明】

 では、板橋区の小中一貫教育の「目指す子供像」はどうなっているのかという点です
が、板橋区では、「板橋区教育ビジョン2025」を平成28年に策定していて、その中で、
目指す人間像や未来を担う人間に必要とされる資質・能力を設定しています。

 その目指す人間像や資質・能力を培うために、学びのエリアごとに、中学校卒業時の
子どもの姿をイメージした 目指す子供像を設定しています。
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【説明】

 学びのエリアごとに子供像を設定していると説明しましたが、では、「学びのエリア
とは何か」という点ですが、学びのエリアとは、区内２２ある中学校の単位ごとに分
けた、区立幼稚園と小学校と中学校のグループのことを言います。

 学びのエリアは、保育園、幼稚園、小学校、中学校の保幼小中連携教育として10年前
から実施しています。

 また、板橋区では令和2年度から、この「学びのエリア」を核とした小中一貫教育をス
タートさせています。

 ちなみに、志村小学校と志村第四中学校が属している学びのエリアは、FLC学びのエリ
アと言って、fight、learn、cleanの頭文字をとっています。

 志村小学校と、志村第四中学校のほかに、志村坂下小学校と北前野小学校、緑小学校
で構成されています。
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【説明】

 これはＦＬＣ学びのエリアの「めざす子ども像」です。このような子ども像を「学び
のエリア」ごとに設定しています。
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【説明】

 めざす子ども像を実現するための取り組みについては、後ほどのスライドでも説明し
ますが、「単元配列表」と、板橋区独自の「板橋の iカリキュラム」を小中一貫教育
カリキュラムとして、９年間の学びの系統性・連続性を明確にしたうえで、板橋区で
は、平成27年度に、全区立小・中学校で授業規律を整えて、共通した指導の視点で授
業が展開されるように「板橋区授業スタンダード」を策定し、これに基づく授業が行
われています。

 学びのエリアでは、児童・生徒の交流や教職員の交流が行われています。学びのエリ
アで、目指す子ども像を設定したうえで、これらの取組により、９年間を通した教育
を行います。９年間を通した教育を実施することで、学びのつまづきを軽減し、小学
校教育から中学校教育へ円滑な接続をすることが出来ます。
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【説明】

 これは、板橋区の小中一貫教育の目標です。学力の定着・向上。自己肯定感の高揚。
健全育成。社会性の向上。観（学校観、子ども観、指導観、授業観）の見直しがあり
ます。

26



【説明】

 まず、学力の定着・向上については、小学校と中学校の授業の進め方のギャップを解
消した、共通した学習・指導法として「板橋区 授業スタンダード」があります。

 「板橋区 授業スタンダード」では、①授業初めに狙いを明確に示して、終わりに子
ども自身に学んだことを振り返らせる。②子どもが自分で課題を解決する時間を確保
のほかに、計5つの授業において徹底すべき内容があり、その内容に基づく授業が行わ
れています。

 この共通した学習・指導法をもとに、読み解く力の育成の視点を取り入れた授業を進
めています。

 後ほどスライドでも、読み解く力について簡単にご説明します。

 目標に向けた主な取組として、子ども像、基本方針の設定、小中一貫教育カリキュラ
ム、教職員の交流、一部教科担任制、相互乗り入れ指導があります。
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【説明】

 次に2つ目の目標、自己肯定感の高揚です。児童・生徒の交流活動などによって、児
童・生徒が活躍できる場を充実させ、自己肯定感を高めます。

 目標に向けた主な取組としては、児童生徒の交流、中学校での学年呼称の変更、特別
支援教育の充実、保護者・地域との連携があります。

28



【説明】

 次に３つ目の目標、健全育成です。学びのエリアでは、エリアごとに特色のある教育
活動を行い、児童・生徒の自主性や主体性を引き出し、健やかな成長を図ります。

 目標に向けた主な取組としては、子ども像・基本方針の設定、小中一貫教育カリキュ
ラム、特別支援教育の充実、保護者・地域との連携があります。

29



【説明】

 次に４つ目の目標、社会性の向上です。小学校と中学校、小学校同士の連携や異学年
の交流を活性化させ、i CS（板橋区コミュニティスクール）の仕組みを通じて、より多
くの大人が児童・生徒に関わる機会を工夫し、社会性の向上を図っています。

 目標に向けた主な取組としては、子ども像・基本方針の設定、児童・生徒の交流、教
職員の交流、中学校での学年呼称の変更、保護者・地域との連携があります。

 ちなみに、板橋区コミュニティスクールは、学校運営に保護者や地域の方が参画する
「コミュニティ・スクール委員会」と教育活動を保護者や地域の方に支援していただ
く「学校支援地域本部」を両輪・協働の関係で運営する仕組みのことです。

30



【説明】

 次に５つ目の目標、観の見直し・共有です。児童・生徒の学びや成長を「小学校６年
間」「中学校3年間」という意識ではなく、義務教育９年間で育むという意識を持ち、
系統的な教育をめざすため、学校段階でどうするべきかを話し合う土壌を築きます。

 目標に向けた主な取組としては、子ども像・基本方針の設定、小中一貫教育カリキュ
ラム、教職員の交流、組織づくり、特別支援教育の充実があります。

31



【説明】

 説明の中で何度か出てきている単元配列表とは、学習指導要領に基づき、９年間を見
通して単元を配置した表です。

 学びのエリア内の全教員が、単元配列表を活用して授業を実践します。例えば、５年
生で習う「電流」は、８年生で習う「磁界」につながっているなど単元配列表を作成
し、中身がどのようにつながっているかを見える化しています。

32



【説明】

 板橋のi（アイ）カリキュラムは、板橋区教育委員会が作成する板橋区独自のカリキュ
ラムです。

 環境教育、キャリア教育、読み解く力の育成、郷土愛の育成の４つがあります。

33



【説明】

 板橋の iカリキュラムについて、まず、環境教育です。ESD（持続可能な開発のための
教育）考え方を重視した「板橋区保幼小中一貫環境教育カリキュラム」に基づいて、
「関わる」「感じる」「主体的に問題解決する」「身に付けた力を活用し、行動に移
す」の３つの段階を踏まえた環境教育を行います。

 SDGｓの達成に向け、児童・生徒の環境に対する見方・考え方、環境に働きかける実
践力を育成します。

34



【説明】

 先ほどの、３つの段階は、「感受期」「認識・問題把握期」「評価・意思決定期」と、
発達段階に応じて実施しています。

35



【説明】

 キャリア教育については、学校や企業、商店街等との連携を図り、総合的な学習の時
間に体験活動やキャリア教育テキスト、キャリアパスポートを活用した授業を行い、
児童・生徒が働くことの意義や、自己の将来にについて考え、学ぶことと将来とのつ
ながりを見通し、自立に向けて必要となる資質・能力を育成します。

36



【説明】

 読み解く力が意図しているところは、ITO。

教科書等の文章や図表等から読み取ったことを認識－INPUT、

それを基に、わかったこと、考えたことを思考－THINK、

表現－OUTPUTして相手に伝える力です。

 これは、これからの社会を生き抜くための力の基礎となる力で、板橋区では、９年間
を通して、読み解く力を育成します。

37



【説明】

 郷土愛の育成については、地域の人々と交流を深め、自分の成長を実感できる教育を
進めます。

 郷土愛の育成を進めることで、生涯を通して地域の課題に能動的・協働的に関わって
いく、資質・能力を育成します。

38



【説明】

 一部教科担任制については、ニュースでお聞きになった方もいらっしゃると思います
が、小学校の高学年から、一部の教科で、教科担任制を導入することで、教員の専門
性を生かしやすく、指導方法の工夫や改善が図られるなどの効果があります。

39



【説明】

 相互乗り入れ指導は、中学校の先生が小学校で担当教科等の授業を行ったり、小学校
の先生が、中学校での授業の支援に入ったりする取組です。

 中学校の先生が、小学校の授業に関わることで、子どもたちの中学校への進学に対す
る不安が解消されることが期待できます。

40



【説明】

 児童・生徒の交流については、世帯当たりの子どもの数の減少など、様々な背景で、
子どもの社会性を育成する機能が弱まっていると言われています。

 中学生は、小学生に優しくできる。思いやる気持ちを育むなど、小学生は、人と関わ
る喜びや感謝の気持ちを育むなどを狙いとして、１年生から９年生までの児童・生徒
の交流を実施しています。

41



【説明】

 次に、学びのエリアにおける児童・生徒の交流について一部をご紹介します。

 リトルティーチャーは、中学生が小学生に勉強を教える取組です。小学生は、中学生
から学ぶことで、学習のつながりを実感し、中学生は、学んだことを伝えることで、
学習の理解を深めたり、年下に対する接し方を学ぶことが出来ます。

 この取組は、このFLC学びのエリアでも実施しています。

42



【説明】

 次は６年生の部活動体験です。小学生は、コミュニケーション能力や社会性の育成や
中学生活に対する不安軽減につながります。中学生は、小学生の手本となるように自
己研さんを積む機会になったり、自己肯定感を高める機会になります。

 この取組は、このFLC学びのエリアでも実施しています。

43



【説明】

 次に、小中合同あいさつ運動は中学生が小学校に行って、あいさつをする運動です。

 小学生は、中学校への憧れや人と関わる喜びを持つことができ、中学生は、小学生の
模範となるよう努力し、責任感を持つことが出来ます。

44



【説明】

 小学校での合唱の発表は、中学校合唱コンクールのグランプリ学級が小学校で発表す
る取組です。

 小学生には、中学生への尊敬が生まれ、目標に向かって努力する意欲などを高めるこ
とが出来ます。中学生は、小学生に発表することで、自信を付けたり、自己肯定感を
高めることが出来ます。

 ここまでが「小中一貫教育って 何？」ということで、板橋区全体の小中一貫教育の
取組の知名度向上のために時間を使わせていただきました。

45



【説明】

 続いて、「小中一貫型の学校ってどんな学校？」についてご説明します。

 ここからは、他区の小中一貫型の学校をご紹介しながら、小中一貫型の学校をイメー
ジしていただけるよう、説明いたします。

46



【説明】

 一貫校と聞くと、中高一貫校のように、受験や選抜、先取り学習がある学校のような
イメージを持つ方もいます。

 ですが、小中一貫型の学校は今までの公立の小学校や中学校と同じで、受験や選抜、
先取り学習もありません。

 これまで同様、通学区域内にお住まいの児童は就学指定されますし、区内の他の学校
と同じく、板橋区の小中一貫教育を実施していく学校です

47



【説明】

 まず、制度についてご説明します。

 小中一貫型の学校には、２種類の形があります。義務教育学校と、小中一貫型小学
校・中学校の２つです。

 義務教育学校は、平成28年の学校教育法の改正により、幼稚園、小学校、中学校、高
等学校などの学校種に新たに加わった学校種で、小中一貫型小学校・中学校は、組織
上独立した小学校と中学校が、義務教育学校に準じる形で一貫した教育を施す形態を
いいます。

 修業年限、卒業までの年限が、義務教育学校は９年、小中一貫型小学校・中学校は小
学校６年と中学校３年。

 組織・運営では、義務教育学校が、1人の校長、１つの教職員組織で、小中一貫型の学
校は、それぞれの学校に校長、教職員組織を置くこととなっています。２３区内の学
校では、小中一貫型小学校・中学校の形態をとりながら、1人の校長、1つの教職員組
織で運営しているところもあります。

 教員免許は、義務教育学校が、小中学校 両方の免許状を併有しているのが原則と
なっているが、小中一貫型小学校・中学校は、所属する学校の免許状を有していれば
よいなど、制度の違いがあります。

 ちなみに、施設の形態は、この2つの類型のそれぞれに、施設一体型、施設併設型、施
設分離型があります。

48



【説明】

 板橋区では、2類型のうち、小中一貫型小学校・中学校の設置を目指していきます。

 区内の小学校５１校、中学校２２校をすべて、施設一体型の小中一貫型の学校にする
ことは困難で、施設分離型の状態での小中一貫教育を基軸としていくため、同じ学び
のエリアの複数の小学校との連携も重要な要素として考えています。

 そのため、既存の小学校と中学校の枠組みを生かして小中一貫教育を行うことができ
る小中一貫型小学校・中学校を制度類型として選択していきます。

49



【説明】

 小中一貫型小学校・中学校の制度類型の場合、「志村小学校はなくなるのか。」との
質問を、協議会や区議会の場でも質問をいただいています。

 小中一貫型小学校・中学校の場合、学校設置条例上は、志村小学校・志村第四中学校
の名称はそのままとなります。場所としては移転しますが、名称は存続します。

50



【説明】

 また、小中一貫型小学校・中学校になった場合、「入学式や卒業式がなくなるのか。
それでは節目がなくなるのではないか」という質問を議会でもいただいています。

 先ほど紹介したもう一つの類型の、義務教育学校では、卒業までの修業年限が、９年
間であるため、小学校の卒業、中学校の入学はありません。

 ですが、小中一貫型小学校・中学校の場合は、修業年限は、小学校６年、中学校３年
のままであるため、既存の小学校と中学校と同じく、卒業式、入学式を行い、節目の
行事を行います。

51



【説明】

 また、小中一貫型小学校・中学校になった場合「５・６年生のリーダーシップを育む
機会がなくなるのではないか」という質問を議会でもいただきます。

 リーダー性の育成は、義務教育9年間の中で、児童・生徒一人一人のリーダー性を育む
ものです。

 小中一貫型小学校・中学校では、既存の小学校、中学校の枠組みがあるため、6年生の
最高学年としての活動はあります。それに加えて、施設一体型の小中一貫型小学校・
中学校となることで、様々な学年のまとまりでの活動もしやすくなります。

52



【説明】

 次に施設についてです。

 ２３区内の学校では、小学校と中学校を分けて配置する学校もあれば、このスライド
のように５年生から７年生を一つのフロアに配置したりするなど、発達や学年のまと
まりを持たせたフロア構成をしている学校もあります。

53



【説明】

 視察を行った小中一貫型の学校の図書室の中には、小学校と中学校で一つの図書室を
利用している学校もあり、高さの異なる椅子と机が近くに配置してあることで、自然
と空間を共有し交流しやすい環境が整えてありました。

 ほかに視察した学校では、小学校向けと中学校向けの２つの図書室があって、５・６
年生は両方使えるという学校もありました。

54



【説明】

 職員室では、学年のまとまりを意識した先生の机の配置になっている学校がありまし
た。職員室の工夫では、児童・生徒が職員室に来訪しやすいように、壁がなくカウン
ターで仕切られていた学校もあります。

 他に視察した小中一貫型の学校のお話では、小学校のまとまり、中学校のまとまりの
間に校長先生が立って、お話をすることで、小学校と中学校の先生に対して指示を出
すことができているという話もありました。

55



【説明】

 これは、志村第四中学校の校舎配置図です。校舎があるほうが、都営三田線の方面で、
プールのほうが首都高の方面です。

 志村第四中学校の敷地は、12,359㎡で、プール込みで、校庭面積は、7,419㎡、体育館
は、970㎡です。

56



【説明】

 これは、他区の施設一体型の学校の校舎配置図です。敷地面積は、志村第四中学校よ
り若干小さい、12,113㎡で、校庭面積は、4,900㎡、体育館は、2,091㎡です。

 ひとつ前のスライドも含め、校舎配置の現状や他区の事例の紹介です。

 志村小学校と志村第四中学校の小中一貫型の学校整備においても、今後、校舎を北側
や南側に配置する案など、様々な校舎配置について検討していきます。

57



【説明】

 施設面で、「小学生と中学生が同じ校舎になると、よくない影響を受けるのではない
か心配」との質問を議会でもいただきます。

 視察したいくつかの学校で共通してお聞きできたのは、「小さい子がいることで、中
学生が悪いことができず、手本となろうとすることで、生活面が落ち着いている」と
の話を聞き出来ました。

58



【説明】

 同じ校舎になることで、「安全上の問題はないかとの意見は、アンケートでもいただ
き、協議会の中でも、整備に当たって安全上の配慮は必要」との意見をいただいてい
ます。

 視察した学校や調査した学校では、やはり運営面の配慮が必要になるとの回答をいた
だいています。

 体育館は、大アリーナ・小アリーナと２つ設置して、使い分けがしやすいように施設
面で工夫をしている例もありました。

59



【説明】

 次に運営面についてです。このスライドは他区の小中一貫型の学校の、小学校と中学
校の一日の流れです。

 授業時間が小学校４５分、中学校５０分のため、リズムに差が生じます。また、中休
みが小学校にはあり、中学校にはないという流れの違いもあります。

 チャイムを鳴らしている学校では、短時間に何回もチャイムが鳴り、時刻を見ないと、
どちらのチャイムかわからなくなってしまうなどの意見もありました。

60



【説明】

 そういった面から、小中一貫型の学校の運営面について、「時間の違いから混乱が生
まれないか心配」との意見をアンケートでも頂いています。

 授業時間の違いから、授業や休憩の開始時間にズレが生じますが、一定の時間で同じ
流れになるように工夫をしている学校があります。

 また、視察した学校では、小学校の中休みの時間に、小学生が校庭で遊べるように、
中学校の体育の授業を配慮するなどの工夫が必要になるとのアドバイスをいただいて
います。

61



【説明】

 このほか、「小中一貫型の学校となることで、先生の負担が増すのではないか」との
質問を議会などでもいただきます。

 視察した学校に対して同じ質問をしていますが、「開校当初は体制を整えるために多
忙となる時期が生じると思うが、定着して落ち着いてくれば、小学校と中学校とで、
お互いの協力関係を築くことができている。」とのお話をいただいています。

62



【説明】

 「小中一貫型の学校になると人間関係が固定化するんではないか」という不安は、ア
ンケートなどでも頂いています。

 志村第四中学校の場合、現在の通学区域が志村小学校・北前野小学校・緑小学校・志
村坂下小学校・前野小学校にかかってるため、それらの小学校から進学してきます。

 そうすると、複数の小学校から進学した生徒が中学校で出会うので、人間関係には広
がりがあると考えています。

63



【説明】

 また、志村小学校と他の学びのエリアの小学校とで差が生まれるのではないかとの不
安は、協議会でもいただきました。

 基礎的な学習は、学習指導要領に基づいて学習指導を行います。しかし、異なる環境
による違いはあると考えます。

 現在でも、小学校同士、小学校と中学校との交流は行っていますが、今まで以上に交
流する必要性について協議会でも意見をいただいたので、更なる交流について検討し
ていきます。

 また、板橋区と同じ小中一貫教育を実施している他区では、一つの小中一貫型の学校
に複数の小学校から進学している自治体もあります。

 中学校進学当時は、一貫校の小学校から進学した生徒が慣れていない他の小学校から
進学した生徒をリードしていますが、慣れてくれば他の小学校から進学したとか、一
貫校から進学したとかの違いは関係なく、「環境の違いによって、一貫校から進学し
た生徒のほうが生徒会活動が多い」などのような傾向はないとの話でした。

64



【説明】

 ここからは、今後のスケジュールの説明です。今後、令和９年４月の開設に向けて、
令和３年度に、学校のレイアウトなどの基本的な部分を定める基本構想・基本計画策
定します。

 令和４年度と５年度で設計を行い、令和６年度から３年間の工事となります。

65



【説明】

 先日の、２月４日に「志村小・志村四中 小中一貫型学校設置検討会」がスタートし
ています。

 検討会では、通学区域・通学路、学校名、校歌・校章、跡地活用、PTA組織、学校の
歴史や伝統の保存に関する項目を検討し、学校行事・学校運営、学びのエリアの連携、
建設に関する事項について、教育委員会事務局からの報告に対し、意見を頂きます。

 検討会の設置期間は、おおむね３年間を見込んでいます。

66



【説明】

 説明は以上になります。長い資料をご覧いいただき、誠にありがとうございました。

 説明会では、色々なことが決まっていなくて不安との意見などもいただきました。
様々なことが決まってからではなく、まだ方向性がまとまった段階で、区内初の小中
一貫型学校を、新たに地域にも愛される学校としていくために、心配や不安、期待す
る点などご意見・ご質問としていただければと思います。

 頂いたご意見・ご質問は、今後開催する志村小・志村四中 小中一貫型学校設置検討
会に報告させていただき、今後の検討に反映していきます。
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